
 

障害者雇用促進法の改正の概要  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 働く障害者、働くことを希望する障害者を支援するた

め、障害者の就業機会拡大を目的とした各種施策を推進す

るべく、障害者雇用促進法が改正されました（平成 17 年

法律第 81 号）。 
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精神障害者に対する雇用対策の強化 

○ 精神障害者（精神障害者保健福祉手帳所持者）を

雇用率の算定対象にします（法定雇用率は現行

（1.8％）通り）。 

 

  ○ 自宅等で就業する障害者を支援するため、企業が

仕事を発注することを奨励します（発注元企業に特

例調整金等（障害者雇用納付金制度）を支給）。 
  
○ 企業が在宅就業支援団体を介して在宅就業障害

者に仕事を発注する場合にも、特例調整金等を支給

します。 

障害者福祉施策との有機的な連携 

○ 障害福祉施設体系の改革とあいまって、障害者雇

用促進施策と障害者福祉施策の有機的な連携を図

ります。 

在宅就業障害者に対する支援 

 
 
 ※ 以上のほか、特例子会社に係る調整金・報奨金の支給先の範

囲拡大その他所要の改正を行いました。 
 
 
 

 【施行期日】 平成１８年４月１日（ただし、一部については平成１７年１０月１日） 

 
 



２ 障害者の雇用状況



民間企業における障害者の雇用状況について

〈雇用率と雇用障害者数の推移〉

（注）雇用状況を報告する義務のある常用労働者56人以上規模の企業についての集計である。
（注）障害者とは、次に掲げる者の合計数。
　　・　　　　　　～　昭和６２年 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
　　・昭和６３年　～　平成　４年 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

知的障害者
　　・平成　５年　～　　 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）
重度身体障害者である短時間労働者
重度知的障害者である短時間労働者

注：雇用義務のある企業（常用労働者56人以上規模）についての集計である。
　：障害者とは、次に掲げる者の合計数。

　・　　　　　　～　昭和６２年　　　身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
　・昭和６３年　～　平成　４年　　　身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　知的障害者
　・平成　５年　～　　　　　　　　　身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　重度身体障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　重度知的障害者である短時間労働者
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